
兵庫県住生活基本計画の改定（案）に対するひょうご住まい 

づくり協議会からの意見の概要とこれに対する考え方 

 

 

項目等 意見の概要 件数 県の考え方 

第４章１ 

(4) 他分

野・民間事

業者との連

携や多様な

主体の参画

と協働 

（本文 30 ページ） 

建築関係団体や不動産関係団

体など、住宅政策に関連する団

体との連携も重要なため、関連

分野間や民間団体との連携、地

域住民やＮＰＯ、行政の参画と

協働だけでなく、各種住宅関連

団体との連携についても明記し

ておくべき。 

１ 〔計画にご意見を反映しました〕 

項目名を「(4)他分野・民間

事業者等との連携や多様な主体

の参画と協働」に変更するとと

もに、「まちづくり・福祉・環

境・防災・産業振興などの関連

分野や各種住宅関連団体との連

携のほか、･･･」と記載しま

す。 

第４章 

２ 施策の推

進体制 

（本文 30 ページ） 

施策の推進体制の表中、宅建

業者、建設業者、生活支援サー

ビス事業者だけでなく、「これ

らを構成する団体」まで「営利

団体」に区分するのはおかしい

のではないか。 

１ 〔計画にご意見を反映しました〕 

「２ 施策の推進体制」の表

にある「非営利団体」と「営利

団体」の区分をなくし、「民間

団体等」のみの記載とするとと

もに、「これらを構成する団

体」を「各種住宅関連団体」に

変更した上で、「ＮＰＯ、居住

支援法人、社会福祉協議会等」

の区分に移動します。 

第４章 

４(1)オ(ｱ) 

４(4)オ、 

４(4)キ 

（本文 33、40、41 ページ） 

計画内における「ひょうご住

まいづくり協議会」の表記につ

いて、専門委員会を（）書きで

記載するか否かで統一を図るべ

き。 

１ 〔計画にご意見を反映しました〕 

４(4)オの３項目目を「既存

住宅の性能向上リフォームを促

進するため、行政、事業者団

体、地域団体、金融機関等で構

成される「ひょうご住まいづく

り協議会（住宅リフォーム推進

委員会）」において、･･･。」、４

(4)キの５項目目を「行政及び

マンション関係団体で構成され

る「ひょうご住まいづくり協議

会（マンション管理適正化委員

会）」が実施する「マンション

実態調査」により、･･･。」と記

載します。 
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兵庫県高齢者居住安定確保計画の改定（案）に対する 

ひょうご住まいづくり協議会からの意見の概要とこれに対する考え方 

 

 

項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

第３章３ （本文 15 ページ） 

施策の推進体制の表中、宅建

業者、建設業者、生活支援サービ

ス事業者だけでなく、「これらを

構成する団体」まで「営利団体」

に区分するのはおかしいのでは

ないか。 

１ 〔計画にご意見を反映しました〕 

 「３ 施策の推進体制」の表

にある「非営利団体」と「営利

団体」の区分をなくし、「民間

団体」のみの記載とするととも

に、「これらを構成する団体」

を「各種住宅関連団体」に変更

した上で、「ＮＰＯ、居住支援

法人、社会福祉協議会等」の区

分に移動します。 

 


